
サービス提供事業
者側が入力額を
確認後、支払いを
実施

１．申請 ２．利用 ３．精算

利用者は、受け取ったＩＤ・パスワ
ードでシステムへログイン

利用者はスマートフォンを利用し
専用ウェブサイトからクーポン発
行申請

サービス提供事業者の窓口で
QRコードを読み取り利用金額を入力

サービス提供事業者は、専用ウェ
ブサイトから精算手続きが可能

＜管理画面＞
・利用料確認
・利用履歴
・精算手続き 等

プラットフォーム事業者（事務
局）より、利用料の入金

プラットフォーム事業者（委託先業者）
は、申請内容を確認のうえ、申請者
に電子クーポン利用のためのＩＤ・パ
スワードを発行を発行


